
隣接市の地域密着型通所介護事業所の指定 

 

 

１ 地域密着型通所介護事業所について 

 

 平成28年４月１日より小規模（利用定員18人以下）通所介護サービスの地

域密着型サービスへの移行に伴い，原則として事業所が所在する市区町村の

被保険者だけが利用できることになり，市外市区町村に所在する地域密着型

介護サービスを利用する際には，従前からの地域密着型サービスの指定手続

と同様の手続が必要になりました。 

 

 ただし，隣接市（立川市・国立市・府中市・小金井市・小平市）について

は，介護保険法第78条の２第９項の規定により，利用に係る同意不要協定を

締結しています。また，同法同条第10項の規定により，指定申請があった場

合には，被申請市町村長の指定があったものとみなされます。 

 令和４年９月２日から令和４年12月１日までに指定を決定した事業所は以

下のとおりです。 

 

 

２ 地域密着型通所介護事業所 

 

事業所名 事業所番号 所在地 指定有効期間 

特定非営利活動法人す

ずらん 
1373401031 東京都国立市富士見台４－４５－１９ 

令和４年10月１日 

～ 

令和10年９月30日 

特定非営利活動法人す

ずらん デイサービス

ふれあいの場 

1393400096 
東京都国立市谷保６８３５－１メゾ

ン・ド・エクレール１Ｆ 

令和４年10月１日 

～ 

令和10年９月30日 

リハビリステーション

あずさ 
1373802774 

東京都府中市栄町１－５－１第３栄町

レジデンス１階Ｂ 

令和４年10月１日 

～ 

令和10年９月30日 

デイサービス国立さく

ら亭 
1373400926 東京都国立市北２－１４－５ 

令和４年11月１日 

～ 

令和10年10月31日 
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